
(別紙） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 983 979 969 1,118 1,205 1,287

(1) 939 937 923 1,045 1,128 1,194

(2) 44 42 46 73 77 93

11 8 16 37 29 56

２. 49 52 55 42 40 37

(1) 34 32 33 22 21 19

(2) 0 0 0 0 0 0

(3) 15 20 22 20 19 18

(A) 1,032 1,031 1,024 1,160 1,245 1,324

１. ｂ 1,137 1,152 1,171 1,204 1,216 1,247

(1) ｃ 709 740 753 734 734 753

(2) 171 159 145 150 163 176

(3) 101 106 110 142 140 139

(4) 113 99 100 120 121 121

(5) 43 48 63 58 58 58

２. 44 38 24 24 24 24

(1) 26 16 14 12 10 8

(2) 18 22 10 12 14 16

(B) 1,181 1,190 1,195 1,228 1,240 1,271

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) 　　　　△149 　　　　△159 　　　　△171　　　　　△68 5 53

１. (D) 0 0 0 17 0 0

２. (E) 0 7 0 0 0 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 　　　　　△7 0 17 0 0

　　　　△149  　　　△166 　　　　△171          △51 5 53

(G) 0 0 0 0 0 0

(ｱ) 1,817 1,863 1,820 1,800 1,874 1,936

(ｲ) 53 45 50 50 48 48

　 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0

（※） △64 54 △48 △20 76 62
(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること
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減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

22年度21年度

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（見込）

72.1

86.5 103.2

58.5

0

-1,764

87.4

－

-1,818 -1,770 -1,750 -1,826

0 0 0 0

－ － － －

86.6 85.7 94.5 100.4

75.6 77.7 65.7 60.9

85 82.7 92.9 99.1

0

－ － － －

病 床 利 用 率

0 0 0

60.2 65.6 70.7

地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

－ －

　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

－

75.8

佐賀県小城市
（小城市民病院）

－ －



団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 0 0 0 0 0 0

２. 31 37 43 12 15 15

３. 26 28 30 31 33 35

４. 0 0 0 0 0 0

５. 5 1 2 1 1 1

６. 0 0 0 0 0 0

７. 0 1 0 21 0 0

(a) 62 67 75 65 49 51

(c) 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 62 67 75 65 49 51

１. 57 77 119 35 30 30

２. 39 213 13 14 14 14

３. 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0

(B) 96 290 132 49 44 44

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 34 223 57 -16 -5 -7

１. 21 98 57 0 0 0

２. 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0

４. 13 125 0 0 0 0

(D) 34 223 57 0 0 0

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 -16 -5 -7

(E)－(F) 0 0 0 -16 -5 -7

３．一般会計等からの繰入金の見通し

（　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　）

41,639 37,098 49,624 79,015 43,861 51,813

（　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　）

56,807 64,574 72,340 43,300 48,298 50,346

（　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　） （　  O 　　）

98,446 101,672 121,964 122,315 92,159 102,159

（注）
1
2

22年度18年度(実績) 19年度（実績）

合　　　計

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる
繰入金以外の繰入金をいうものであること。

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

23年度

(単位：千円）

そ の 他

計

20年度（見込） 21年度

又 は 未 発 行 の 額
実 質 財 源 不 足 額

補
て
ん
財
源

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
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入
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他 会 計 借 入 金

(F)

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

支 出 計

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

支 出 の 財 源 充 当 額
う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る

そ の 他

収 入 計

(b)

18年度(実績) 19年度（実績） 21年度 22年度20年度（見込）

0 0 0 0 0

佐賀県小城市
(小城市民病院）

0

0 0 0 0 0 0


